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[ 第 １ 章 ]   総   則 

 

（目的） 

第 １ 条  本会は 会員の自主的な保安及び教育活動により、会員事業所に於ける 

       能率の増進と高圧ガスの災害を防止することを目的とする。 

 

（名称） 

第 ２ 条  本会は 一般社団法人 栃木県冷凍空調工業会 冷凍施設保安部会と 

称する。 

 

（地区及び事業所） 

第 ３ 条  本会の活動は栃木県内を区域とし、事務所を宇都宮に置く。 

 

[ 第 ２ 章 ]   事   業 

 

（事業） 

第 ４ 条  本会は第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

① 本会は高圧ガス保安協会に加入し、同会の検査員の選出母体となり

同会が行う保安検査、定期自主検査、その他保安教育活動に協力 

する。 

② 諮問に対する答申及び建議。 

③ 講演会、講習会、その他の集会。 

④ その他本会の目的達成に必要な事項。 

 

[ 第 ３ 章 ]   会   員 

 

（会員の資格） 

第 ５ 条  本会員たる資格は栃木県内に冷凍設備を有するもので入会を希望する 

       ものとする。 

 

（加入及び加入金） 

第 ６ 条  会員たる資格を有するものは本会に対し加入申込みをなし、理事会の 

       承認を得て会員となる。 



２ 加入者からは入会金を徴収する。 

３ 入会金の額は理事会において定める。 

 

（会費） 

第 ７ 条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

（自由脱退） 

第 ８ 条  会員は事業年度の終わりにおいて自由に脱退することができる。 

     ２ 前項の脱退の申出は事業年度末より６０日前までにその理由を記載 

した書面によるものとする。 

 

（除名） 

第 ９ 条  本会は高圧ガス保安法に反した者のほか次の各号の１に該当する会員

を理事会の議決により除名することができる。 

① 本会の事業の利用につき、不正の行為があった会員。 

② 本会の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあった会員。 

犯罪その他信用を失う行為のあった会員。 

③ 会費を１年以上納入しないとき。 

 

（届出） 

第 １０ 条  会員は次に掲げる各号の１に該当する事項が生じたときは、遅滞なく、 

       本会に届出なければならない。 

① 氏名又は、名称及び事業を行う場所、設備内容等に変更の 

あったとき。 

② 事業の休、廃止をしたとき。 

 

（会費等の不返還） 

第 １１ 条  退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の搬出金品は 

       返還しない。 

 

[ 第 ４ 章 ]   役 職 員 

（役員） 

第 １２ 条  本会に次の役員を置く。 

           理 事    若干名 

           監 事    若干名 



２ 役員は、総会において会員中から選任する。 

但し、理事会において必要と認めた場合、理事会の推薦により会員 

以外の者を総会において選任することができる。 

３ 理事のうち部会長及び副部会長各々１名を理事の互選により定める。 

 

（任期） 

第 １３ 条  役員の任期は２年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間 

とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

３ 役員は辞任した場合、又は任期満了の場合においても後任者が就任 

するまでは、その職務を負わなければならない。 

 

第 １４ 条  部会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。副部会長は部会長を 

補佐し部会長に事故あるときは之に代わる。 

 

第 １５ 条  監事は会務監査の責に任ずる。 

 

（顧問） 

第 １６ 条  本会に顧問若干名を置くことができる。 

       顧問は、理事会の推薦により本会の会員或いは会員外から選ばれる。 

 

（技術指導員） 

第 １７ 条  本会に技術指導員若干名を置くことができる。技術指導員には 

       高圧ガス保安協会検査員の資格審査に合格したものを当てる。 

 

（事務職員） 

第 １８ 条  本会に事務職員若干名を置く。 

 

[ 第 ５ 章 ]   総 会・理 事 会 

 

（総会） 

第 １９ 条  部会長は毎事業年度終了後２ヶ月以内に定時総会を招集する。 

     ２ 次の各号の１に該当する場合、部会長は１ヶ月以内に臨時総会を 

招集する。 

① 理事会からの要求があったとき。 



② 会員の過半数からの要求があったとき。 

③ 部会長が必要と認めたとき。 

     ３ 総会の通知は、会日の１週間前までにする。 

 

第 ２０ 条  次の事項は総会員の半数以上が出席し、その議決権の３分の２以上を 

       以てこれを決する。 

① 会則の変更 

② 会の解散又は合併 

 

第 ２１ 条  会員は、各々１個の議決権を有する。 

 

第 ２２ 条  総会の議決はこの会則で特に定める場合を除いて、出席全員の過半数 

       を以て次の事項を議決する。 

① 事業計画及び収支予算の決定。 

② 事業報告及び収支決算の承認。 

③ その他本会の運営に関する重要な事項。 

 

（理事会） 

第 ２３ 条  理事会は必要に応じて、部会長これを招集する。 

 

第 ２４ 条  理事会は次の事項を議決する。 

① 総会に提出する議案。 

② 会員の除名。 

③ その他理事が必要と認める事項。 

２ 理事会の議決は理事の過半数を以てする。 

     ３ 理事会の議長は部会長が当たる。 

     ４ 理事会の議決を要する事項で軽微なものについては、書面で決定する 

ことができる。 

 

（書面表決等） 

第 ２５ 条  やむをえない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知 

       された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人と 

       して表決を委任することができる。この場合において第２０条及び 

       第２２条の規定の運用については、出席したものとみなす。 

 



[ 第 ６ 章 ]   資 産 及 び 会 計 

 

（資産の構成） 

第 ２６ 条  本会の資産は次のとおりとする。 

① 会費 

② 寄付金 

③ 事業に伴う収入 

④ 基本財産から生ずる果実 

⑤ その他の収入 

 

（基本財産） 

第 ２７ 条  本会に基本財産を置くことができる。 

２ 基本財産は、基本財産に指定された寄付金品及び総会で編入の決議を 

したもので構成する。 

 

（資産の管理） 

第 ２８ 条  本会の資産は部会長が管理し、その方決は理事会の議決により定める。 

 

（経費の支弁） 

第 ２９ 条  本会の事業遂行に要する経費は、会費及び事業収入、寄付金、その他 

       の収入を以て充てる。 

 

（会計年度） 

第 ３０ 条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

[ 第 ７ 章 ]   雑   則 

 

（委任） 

第 ３１ 条  本規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

 

 

 



附   則 

この定款は昭和４９年５月２２日から施行する。 

附   則 

この定款の改正部分は昭和５５年４月１７日から施行する。 

附   則 

この定款の改正部分は平成６年６月１４日から施行する。 

附   則 

この定款の改正部分は平成９年５月２６日から施行する。 

附   則 

この定款の改正部分は平成２５年５月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


